
太田市ファミリー・サポート・センターは「援
助を受けたい人（おねがい会員）」と「援助が
できる人（まかせて会員）」が会員となり、セ
ンターを通じて育児の助け合いを行う制度で
す。
●活動内容 ・一時的な子どもの預かり（原

則、まかせて会員の自宅で預
かります）

・保育施設や学童などへの送迎
・病児･病後児の預かり など

●有償のボランティア活動です（おねがい会員
の利用料は１時間５００円～、まかせて会員
の報酬は１時間８００円～）

●活動に際しては、補償保険に加入しています
●まかせて会員は事前に登録講習会を受講し
ていただきます（令和 4年度講習会は 6/6
～6/10 参加費 2,712 円）

興味のある方は、太田市ファミリー・サポー
ト・センターまで 電話：0276-55-3361

※事業により、申込み期間が異なります。また、行事は中止
になる場合があります。お問い合わせは直接木崎児童館
にお願いいたします。 ☎56-8400
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《一般事業》対象：幼児親子、小学生
・じゃがいも堀り 6 月 18 日（土）午前 10 時 30 分～

先着 20 人 受付 6月 4日～
《あおぞら組》対象：１、２歳児親子
・感触あそび 6 月 15 日（水）午前 10 時 30 分～

先着 15 組 受付 6月 1日～
《あおぞらベビー》対象：０歳親子
・ふれあいあそび 6月 6日（月） 午前 11 時～

先着 15 組 受付 5月 23 日～
《あおぞららんど》対象：乳幼児親子
・読み聞かせ、手遊び等

6 月 7日、21日（火）
午前 11時～ 自由参加

《あおぞらりずむ》対象：乳幼児親子
・リズム遊び、手形、足形

6 月 20日（月）午前 11時～
自由参加

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご理解の程よろしくお願いいたします。

サクラやウメ・モモ・スモモ・アンズなどの樹木を食べ荒らし被害を及ぼしている、特定外来生物クビ
アカツヤカミキリの幼虫に対し、殺虫効果のあるスプレー剤を、行政センター窓口で貸出できるように
なりました。また、被害を受けている木を伐採する場合は、事前に環境対策課までご連絡ください。

■問合せ 環境対策課 ℡47-１８９３

なんと新型コロナに感染した喫煙者は重症化しやすいと分かっています
コロナ禍の今こそ、禁煙チャレンジ！！

日時 6 月１５日（水）、７月２２日（金）９：３０～（１時間程度の個別相談）
場所 新田保健センター
内容 呼気中一酸化炭素・尿中ニコチン濃度測定、具体的な禁煙方法の情報提供、

３か月間保健師が禁煙サポート

※上記日程以外でも調整できます。
禁煙は今からでも遅くない。思い立ったら…禁煙チャレンジを！

申込み・問い合わせ 新田保健センター ℡０２７６（５７）２６５１

無 料
要申込み



５月３１日（火）は、月末点検日の
ため、貸館業務はお休みとなります。
窓口業務（住民票や戸籍等の発行、

納税業務、福祉関係業務等）のみ行な
っております。

○ 被害に遭わないための対策

・キャッシュカードは見せない･渡さない ・暗証番号は他人には絶対教えない

○ 機器の設置

詐欺は１本の電話から始まります。犯人からの電話を受けないために、

・ 常時留守番電話設定 ・ 防犯機能付き電話機･対策装置の設置 をしましょう。

固定資産税（普通徴収） 第１期

軽自動車税（全期分）

５月３１日（火）納期限です。

納税に関するご相談は 収納課 (47-1820

●日時 令和 4年 5月 24 日（火） 午前 10：00～11：00 定員 20 名

●会場 生品行政センター 大ホール ●講師 高橋先生（健康運動指導士）

●内容 『いつまでも動ける身体づくり』（マスク着用しての運動になります）

●対象 太田市内在住の 65歳以上の方で、要介護、要支援の認定を受けている

方でも参加可能です。（治療中の人は主治医に相談してください）

●持ち物 タオル、飲み物

●申し込み及び問い合わせ 電話にて事前にお申込み下さい。（定員になり次第締切）

連絡先：新田地域包括支援センター ℡56-1717
※参加される方へ
必ずマスクを着用してお越しください。
自宅で検温をし、発熱（37.5℃以上）や咳など風邪症状、味覚・臭覚の異常がある場合は参加を
控えていただくようお願いします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期になる場合がありますのでご了承ください。

【お詫びと訂正】木崎だより４月号に掲載しました「休館日」が４月２９日（金）となっており、
誤りがありました。正しくは、４月２８日（木）でした。訂正しお詫びいたします。

○ 犯人は、警察官を装い、「キャッシュカードが使われています。」「刑事を伺わせてカー
ドを使えないようにする。」などとうそを言ってキャッシュカードをだましとりました。

防犯機能付き電話・対策装置を設置した電話への架電で詐欺被害の発生はありません。

○ 家族と犯人を区別するため、家族だけの合い言葉を決めておきましょう。

○ 金融機関に依頼してキャッシュカードの利用限度額の引下げを行いましょう。

怪しい電話を受けたら、まずは家族や警察に相談して下さい。

担当：太田警察署生活安全課 ０２７６－３３－０１１０

太田警察署では、昨年２７件（前年比プラス１６件）被害額７，５４０万円（１件平均約２８０万
円）の特殊詐欺被害がありました。本年は、３月末で６件の被害があります。（うち４件はキャッ
シュカード詐欺盗）


